
稲敷市から市外へ引越し（転出）される方へ
下記のいずれかに該当する方は、
転出届とは別に手続きが必要となりますので、
お手数ですが、担当課にて手続きをしてください。

※住基カード・マイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。

こども支援課

□ 身分証明書

□
児童扶養手当証書、

特別児童扶養手当証書

市民窓口課

児童扶養手当、特別児
童扶養手当（社会福祉課扱
い）を受取っていた方

必要書類等 詳しい
お問い合わせ先

児童手当を受取っていた世
帯（中学生以下のお子様のい
る世帯）

必要となる手続き

保険年金課

家族全員で転出する方は消滅手続
き、家族の一部だけが転出する方は
手続きが異なりますのでお問い合わ

せください

児童扶養手当証書、特別児童扶養
手当証書の返還及び住所変更の手
続き

該当する方

□ 医療福祉費受給者証
医療福祉費支給制度（マル
福）を受けている方

　　　　受給者証の返還
医療福祉費受給者証交付状況証明
申請(県内転出者のみ)

□

住民基本台帳カード・マイナン
バーカード
暗証番号を確認しておいてくだ
さい

国民健康保険被保険者証及び限
度額認定証（該当者のみ）、身
分証明書

75歳以上の方、又は65歳以
上の後期高齢者医療保険に
加入している方

□ 印鑑登録をされている方
転出と同時に印鑑登録が消除され

るので、手続きは不要
印鑑登録カードを
返納または各自で処分

住基カード・マイナン
バーカードをお持ちの方

海外へ転出される場合は、
返納手続き

国民健康保険に加入してい
る方

保険証の返還または訂正□

小中学校のお子様がい
らっしゃる方

□
後期高齢者医療保険証、

転出される方の通帳
保険証の返還

負担区分等証明書の交付申請

□
いばらきKidsClubカード
をお持ちの方で、茨城県外に
転出される方

カード返却届 いばらきKids Clubカード

□
保育園・幼稚園へ入園して
いる児童がいる方（入園申し
込み中の方）

退園届
（申込取下げ届）

印鑑

□

□ 難病患者支援費を受取って
いた方

資格喪失届 印鑑

資格喪失届

受給者証の返還

介護保険被保険者証の返還

介護保険被保険者証の返還
受給資格証明書の受取り
（住所地特例者を除く）

社会福祉課

稲敷市役所　　稲敷市犬塚１５７０番地１　☎０２９－８９２－２０００　(代表)

障害者（障害児）手当を受
取っていた方

障害福祉（障害児福祉）
サービスを利用されている
方

65歳以上の方

要介護認定を受けている方

犬を飼っている方
（稲敷市登録犬）

環境課□
（稲敷市で登録した犬の鑑札・
注射済票を、転出先の市区町村
に提出してください）

□ 軽自動車を所有されている
方

 軽自動車の名義変更、廃車等の
 手続き

土浦ナンバーの車両は陸運局又
は検査協会へ、稲敷市（旧町
村）ナンバーは税務課までお問
い合わせください。

陸運局
☎050-5540-2018

検査協会
☎050-3816-3106

税務課

稲敷市での手続きは不要です
（登録の変更手続きを、転入先
の市区町村で行ってください）

介護保険被保険者証

学務管理課

□
現在の学校に通学する場合

区域外就学願（承諾基準あり）

□

水道課
（江戸崎甲
4615）
下水道課
（荒沼9-2）

上・下水道をご利用してい
た方

上・下水道使用停止の手続き

高齢福祉課

□ 印鑑

□ サービス受給者証

□ 介護保険被保険者証


